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徳
島
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

は
じ
め
調
剤
薬
局
大
原
店

徳
島
市
大
原
町
池
ノ
内
四
―
一

株
式
会
社
は
じ
め
調
剤

令
和
元
年
七
月

薬
局

二
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指

定

に

係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

一
般
社
団
法
人
鳴
門
市
医

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東

鳴
門
市
医
師
会
訪
問
看
護

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
三
十
一
年

師
会

浜
四
三
五

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

東
浜
四
三
五

四
月
十
六
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指

定

に

係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
修
誠
会

徳
島
市
中
通
町
一
丁
目
九

介
護
老
人
保
健
施
設
敬
愛

板
野
郡
北
島
町
中
村
字

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

令
和
元
年
五
月

の
家

八
丁
野
二
二
―
一

ョ
ン

三
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
薬
物
を
指
定
す
る
。

令
和
元
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

薬
物
の
名
称
等

１

化
学
名

Ｎ－
フ
ェ
ニ
ル－

Ｎ－

﹇
一－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン－

四－

イ
ル

﹈
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称

Ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｐ
ｅ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

ｆ
ｅ
ｎ

ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

化
学
名

五－

ペ
ン
チ
ル－
二－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン－

二－

イ
ル
）－

一
Ｈ－

ピ
リ
ド

﹇
四
、
三－

ｂ
﹈
イ
ン
ド
ー
ル－

一－

オ
ン
（
通
称

Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ－

Ｐ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｏ

Ｎ
Ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

化
学
名

五－

（
五－

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）－

二－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン－

二－

イ
ル

）－

一
Ｈ－

ピ
リ
ド
﹇
四
、
三－
ｂ
﹈
イ
ン
ド
ー
ル－

一－

オ
ン
（
通
称

五
Ｆ－

Ｃ
Ｕ

Ｍ
Ｙ
Ｌ－

Ｐ
Ｅ
Ｇ
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
Ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

一
の
１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
物
は
、
条
例
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
か
つ
、
県

の
区
域
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

指
定
の
効
力
発
生
の
日

令
和
元
年
九
月
五
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
号

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規

定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
月
見
が
丘
海
浜
公
園
の
有
料
公
園
施
設
の
利
用
料
金
の
額
の
変
更
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

利
用
料
金
の
額

有
料
公
園
施
設
の
種
類

単

位

利

用

料

金

の

額

コ
テ
ー
ジ

一
棟
一
日

一
二
、
五
六
〇
円
に
、
利
用
者
（
学
齢
に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
）

一
人
に
つ
き
八
三
〇
円
（
小
学
校
の
児
童
及
び
中
学
校
の
生
徒
並
び

に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
に
あ
っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し
た
額

研
修
室

一
室
半
日

二
、
一
六
〇
円

一
室
一
日

三
、
一
三
〇
円

ロ
ッ
カ
ー

一
個
一
回

一
〇
円

シ
ャ
ワ
ー

一
人
一
回

六
〇
円

備
考

「
一
日
」
と
は
利
用
時
間
が
四
時
間
以
上
の
場
合
を
い
い
、
「
半
日
」
と
は
利
用
時
間
が
四
時

間
未
満
の
場
合
を
い
う
。

二

適
用

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
の
徳
島
県
月
見
が
丘
海
浜
公
園
の
有
料
公
園
施
設
の
利
用
に
係
る
利
用
料

金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


